
  第６号様式（超過税率不適用法人向け）

所得割税額の計

（軽減税率不適用

法人についてはそ

の額）又は収入割

税額が特別法人事

業税の課税標準と

なります。

特別法人事業税導入後の申告書の記入について

特別法人事業税の課税標準（事

業税所得割又は収入割の税額）

に特別法人事業税の税率を乗じ

て特別法人事業税を算出。

（特別法人事業税の税率）

・外形対象外普通法人：37%

・外形対象外特別法人：34.5％

・外形対象法人：260％

・収入金額課税法人：30％



  第６号様式（その２）（超過税率不適用法人向け）

特別法人事業税導入後の申告書の記入について

特別法人事業税の課税標準（事業税所得割又は

収入割の税額）に特別法人事業税の税率を乗じ

て特別法人事業税を算出。

【特別法人事業税の税率】

（法第72条の2第1項第1号に掲げる事業）

・外形対象外普通法人：37％

・外形対象外特別法人：34.5％

・外形対象法人：260％

（法第72条の2第1項第2号に掲げる事業）

・収入金額課税事業：30％

（法第72条の2第1項第3号に掲げる事業）

・小売電気事業等・発電事業等：40％

所得割税額の計

（軽減税率不適用

法人についてはそ

の額）又は収入割

税額が特別法人事

業税の課税標準と

なります。


